
議案第２５号資料  総務部職員課  

 

１ 事 業 名 

所沢市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に鑑み、本市の一般職員と

同様に、本市の会計年度任用職員についてもこれに準じた改正を行うもの

である。 

【改正概要】 

初任給調整手当の見直し 

現行 改正後 

初任給調整手当 

…医師等に対し、採用から一定

期間支給する。 

 

①第 1 種初任給調整手当 

…医師等に対し、採用から一定

期間支給する。 

②第 2 種初任給調整手当 

…最低賃金を下回る場合に支給

する。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

県内の他自治体においても、一般職員に準じた措置が行われる見込みで

ある。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

地方公務員法 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 
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７ その他 

添付資料 

 ・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第２５号 所沢市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （報酬等）  （報酬等） 

第２条 略 第２条 略 

２～７ 略 ２～７ 略 

８ 前６項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対

しては、一般職の職員に支給される第２種初任給調整手当、在宅勤務

等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給す

る。 

８ 前６項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対

しては、一般職の職員に支給される在宅勤務等手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当

する報酬を規則で定めるところにより支給する。 

９ 略 ９ 略 

 （給料等）  （給料等） 

第７条 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）に対しては、給料、初任

給調整手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整手当をい

う。以下同じ。）、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務

手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

期末手当及び勤勉手当を支給する。 

第７条 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）に対しては、給料、初任

給調整手当、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手

当及び勤勉手当を支給する。 

２～５ 略 ２～５ 略 
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